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（項目１） 

財 務 状 況 

 

① 当期総利益又は総損失  総利益（総損失）          ０億円 

② 利益剰余金又は繰越欠損金 利益剰余金（繰越欠損金）      ０億円 

③-1当期運営費交付金債務       ３．８億円（執行率  ８３．２％） 

③ -2当期運営費交付金債務  

 

④利益の発生要因 

及び 

目的積立金の申請状況 

 

 

 

該当なし 

⑤100 億円以上の利益剰

余金又は繰越欠損金が

生じている場合の対処

状況 

 

 

 

該当なし 

⑥運営費交付金の執行

率が９０％以下となっ

た理由 

○ 平成２３年度における運営費交付金の額は２，２６

１百万円であり、うち、運営費交付金債務は３８０百

万円であったことから、運営費交付金の執行率は８３．

２％となったところである。 

  主な理由としては、効率的な経費の執行に努めたこ

と等により、運営費交付金の収益化額が計画を下回っ

たことによるものである。 
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（項目２） 

保有資産の管理・運用等 

 

①保有資産の活用状況

とその点検 

（独立行政法人の事務・事業の

見直し基本方針で講じる措置が

定まっているものを除く。） 

○ 保有資産の点検 

敷地総面積 232 万㎡のうち、8 割は資産価値の

低い山林、保安林である。売却可能性のある土地

（宅地）は 0.5％（1 万㎡：2 億円）であるが、起伏の

険しい山林を切り開いているため、市街化調整区

域・遺跡埋蔵地域・砂防指定地域に指定されてお

り、売却は極めて困難。 

職員宿舎Ａ１～Ａ７までの７棟については、

地理的条件や老朽化・耐震化の問題があり、売

却が極めて困難であり、減損処理済みである。 

その他３宿舎については、平成２４年度中に

見直し実施計画が作成されるため、この実施計

画に基づき着実に実施する予定である。 

②資金運用の状況 

 

特に運用する資金はない。 

④ 権の回収状況 

 

特に記載すべき債権はない。 
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（項目３） 

組織体制・人件費管理 

（委員長通知別添一関係） 

 

①給与水準の状況 

   と 

 総人件費改革の進

捗状況 

 

○ 自己収入の確保の途が限定される福祉施設を運営して

いる等のため、国の財政支出の割合が高いが、常勤職員

数の削減等により人件費支出を抑制し、平成２０年度と

比較して、人件費総額を約５億円（５２７百万円）削減

した。 

○ また、平成２３年度の給与水準については、ラスパイ

レス指数が国家公務員に対して９５．７、他の独立行政

法人に対して９０．２となっており、極めて低い水準と

なっている。 

○「国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律」

の成立に伴い、平成 24年 4月に国に準拠した給与改正を

実施する準備をした。 

②国と異なる、又は

法人独自の諸手当の

状況 

 

 

該当なし 

③福利厚生費の状況 

法定福利費   305,933千円（役職員一人当たり 1,275 千円） 

法定外福利費   3,915千円（役職員一人当たり   16 千円） 

○ 法定外福利費 

  ・労働安全衛生法に基づく健康診断   986千円 

  ・法定外健康診断費（人間ドック） 2,615千円 

  ・インフルエンザ予防接種       314千円 
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（項目３の２） 

○ 国家公務員再就職者の在籍状況 及び 

法人を一度退職した後、嘱託等で再就職した者注１の在籍状況 

  （平成 24年 3月末現在） 

      役  員注２ 職  員 

      常勤 非常勤 計 常勤 非常勤 計 

総  数  ３人 ２人 ５人 ２１５人  １１２人  ３２７人 

  
 

うち国家公務員 

再就職者 
２人 ０人 ２人  ０人 ０人  ０人 

  
 
うち法人退職者 １人 １人 ２人 ０人  ４人 ４人 

  
うち非人件費ポス

ト 
０人 ０人 ０人 ０人  ３人 ３人 

    
うち国家公務員 

再就職者 
０人 ０人 ０人 ０人 ０人 ０人 

    うち法人退職者 ０人 ０人 ０人 ０人 ０人 ０人 

注１ 「法人を一度退職した後、嘱託等で再就職した者」とは、法人職員が、定年退職等

の後、嘱託職員等として再度採用されたものをいう（任期付き職員の再雇用を除く。）。 

注２ 役員には、役員待遇相当の者（参与、参事等の肩書きで年間報酬額 1,000 万円以上

の者）を含む。 

注３ 「非人件費ポスト」とは、その年間報酬が簡素で効率的な政府を実現するための行

政改革の推進に関する法律（平成 18年法律第 47号）第 53条第 1項の規定により削減

に取り組まなければならないこととされている人件費以外から支出されているもの

（いわゆる総人件費改革の算定対象とならない人件費） 

 

④国家公務員再就職者

及び本法人職員の再就

職者の在籍ポストとそ

の理由 

 

該当なし 
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（項目４） 

事業費の冗費の点検 

（委員長通知別添二関係） 

 

事業費項目 点検状況 

１年間実施した場

合の削減効果額 

（単位：千円） 

①庁費の執行状

況の点検 

概ね実施計画通りに執行している。 

年度末の執行については、２３年４月からの組織改正に

伴う備品の更新の支出増などはあるが、予算の使い切りを

行っているものはない。 

②旅費の執行状

況の点検 

概ね実施計画通りに執行している。 

年度末の執行については、不要不急な出張は行っていな

い。 

③給与振込経費

の削減 

複数の振込口座の取扱いは、行って

いない。 

 

―  千円 

④その他コスト

削減について検

討したもの 

両面印刷・縮小コピーの徹底、園内 

ＬＡＮシステム活用によるペーパー 

レス化の推進、昼休み時の事務室や通 

路等の消灯、冷房２８度設定等の冷暖 

房の利用制限による光熱費の節減な 

ど継続して実施した。 

 

―  千円 
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【項目４の２】については、別途 Excelシートに記載 
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(項目５） 

契   約 

（委員長通知別添二関係） 

 

①契約監視委員会から

の主な指摘事項 

 

 

 

審議案件について、特段の指摘事項はなかった。 

 

 

 

②契約監視委員会以外

の契約審査体制とその

活動状況 

○ 契約監視委員会以外の審査体制としては、企画

競争を行う際に「プロポーザル方式による企画競

争実施要綱」に基づき、その都度プロポーザル審

査委員会を設置している。（平成２３年度実績「監

査契約」、「食事提供業務委託」の２件） 

  また、契約に際しては、決裁において審査を行

っており、内部監査部門である監査室による審査

を行っている。 

③「随意契約等見直し計

画」の進捗状況 

○ 「随意契約見直し計画」に掲げた随意契約件数

については、以下の理由により未達成となってい

る。 

  ・ 電気料（年間１２件）については、随意契

約から一般競争入札への移行を図るために、

一般競争入札の手続きを行ったところである

が、東日本大震災の影響により応札者がなか

ったため、やむを得ず随意契約とした。 

   なお、今後の電力会社の状況を踏まえ、次回

契約更新時に一般競争入札に移行することとして

いる。引き続き、一般競争入札等の競争性のある

高い契約方式の実施に取り組んでいくこととして

いる。 
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④一者応札・一者応募と

なった契約の改善方策 

○ 「一者応札・一者応募に係る改善方策について」 

 （平成２１年７月２４日付）に基づき、 

 ・公告は、全てＨＰに掲載することとする。 

  さらに、参入が予想される業者に広くＰＲを行

うなど周知に努める。 

 ・公告期間は、原則、開庁日で１０日間以上の期

間を設けることとする。 

などとし、競争性・透明性が確保できるよう努めた。 

⑤契約に係る規程類と

その運用状況 

○ 「独立行政法人における契約の適正化（依頼）」 

 （平成２０年１１月１４日総務省行政管理局長事

務連絡）において講ずることとされている措置は

全て実施済みである。 

○ 企画競争の実施状況 

 ア 公示から企画書提出日まで、開庁日で１０日

以上の日程を確保するよう努めている。 

 イ 選定結果について、決定業者の公開を行って

いる。 

 ウ 選定委員については、内部委員のみである。 

   （今後の外部委員の取扱については、国の指

示に従う。） 

⑥再委託している契約

の内容と再委託割合（再

委託割合が 50%以上のも

の又は随意契約による

ものを再委託している

もの） 

 

該当無し 

⑦ 公益法人等との契約

の状況 

 

該当無し 

⑧ その他調達の見直し

の状況 

 

特段無し 
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（項目５の２） 

 

Ⅰ 平成２３年度の実績【全体】 

 件数 金額 

競
争
性
の
あ
る
契
約 

一般競争入札 

（最低価格落札方式） 

34件 

( 48.5%) 

5.8億円 

(  64.4%) 

 
うち一者応

札 

5件 

【 14.7%】 

0.3億円 

【 5.2%】 

総合評価落札方

式 

0件 

(    0%) 

0億円 

(    0%) 

 
うち一者応

札 

0件 

【    0%】 

0億円 

【    0%】 

指名競争入札 
0件 

(    0%) 

0億円 

(    0%) 

 
うち一者応

札 

0件 

【    0%】 

0億円 

【    0%】 

企画競争等 
2件 

(    3.0%) 

0.9億円 

(  10.0%) 

 
うち一者応

募 

1件 

【  50%】 

0.1億円 

【 11.1%】 

競争性のない随意契約 
34件 

(  48.5%) 

2.3億円 

(  25.5%) 

合 計 
70件 

( 100%) 

9.0億円 

( 100%) 

※ 予定価格が少額である場合（予算決算及び会計令第 99条第 2号、第 3号、第 4号又は

第 7号の金額を超えないもの）を除く。 

※ 【  %】には、一般競争入札等のうち一者入札・応募となったものの割合を示す。 

※ 「競争性のある契約」の各欄には、不落・不調随契が含まれ、一者入札・応募として

カウントしている。 

※ 「企画競争等」は、企画競争及び公募を示す。 
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Ⅲ 随意契約等見直し計画の進捗状況 その１ 

 随意契約等見直し計画によ

る見直し後の姿 
平成 23年度実績 

件数 金額 件数 金額 

事務・事業をとり

やめたもの 

0件 

(    0%) 

0億円 

(    0%) 

0件 

(   0%) 

0億円 

(    0%) 

競
争
性
の
あ
る
契
約 

競争入札 
33件 

( 64.7%) 

3.1億円 

( 79.5%) 

34件 

( 48.5%) 

5.8億円 

( 64.4%) 

企画競争等 
1件 

(  2.0%) 

0.1億円 

(  2.6%) 

2件 

(  3.0%) 

0.9億円 

( 10.0%) 

競争性のない随

意契約 

17件 

( 33.3%) 

0.7億円 

( 17.9%) 

34件 

( 48.5%) 

2.3億円 

( 25.6%) 

合 計 
51件 

( 100%) 

3.9億円 

( 100%) 

70件 

( 100%) 

9.0億円 

( 100%) 

※ 「随意契約等見直し計画」策定時の個々の契約が、平成 23年度においてどのような契

約形態にあるかを記載するもの。 

※ 「随意契約等見直し計画による見直し後の姿」の各欄の件数・金額は、随意契約等見

直し計画時の件数・金額から複数年契約で平成 23年度に契約の更改を行っていないもの

を除いたもの。 

※ 予定価格が少額である場合（予算決算及び会計令第 99条第 2号、第 3号、第 4号又は

第 7号の金額を超えないもの）を除く。 

※ 「競争入札」は、一般競争入札及び指名競争入札を示す。 

※ 「企画競争等」は、企画競争及び公募を示し、平成 23年度実績欄には不落・不調随契

が含まれる。 
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Ⅳ 随意契約等見直し計画の進捗状況 その２ 

 一者応札・一者応募案件の 

見直し状況（20年度実績） 

23年度も引き続き一者応

札・一者応募となったもの 

件数 金額 件数 金額 

事務・事業をとりや

めたもの 

0件 

(   0%) 

0億円 

(   0%) 

0件 

(   0%) 

0億円 

(    0%) 

契
約
方
法
を
変
更
せ
ず
条
件
等
の 

見
直
し
を
実
施
（
注
２
） 

仕様書の変

更 

0件 

(   0%) 

0億円 

(   0%) 

0件 

(   0%) 

0億円 

(    0%) 

参加条件の

変更 

2件 

( 100%) 

0.1億円 

( 100%) 

0件 

(   0%) 

0億円 

(   0%) 

公告期間の

見直し 

2件 

( 100%) 

0.1億円 

( 100%) 

0件 

(    %) 

0億円 

(   0%) 

その他 
0件 

(   0%) 

0億円 

(   0%) 

0件 

(   0%) 

0億円 

(   0%) 

契約方式の見直し 
0件 

(   0%) 

0億円 

(   0%) 

0件 

(   0%) 

0億円 

(   0%) 

その他の見直し 
0件 

(   0%) 

0億円 

(   0%) 

0件 

(   0%) 

0億円 

(   0%) 

点検の結果、指摘事

項がなかったもの 

0件 

(   0%) 

0億円 

(   0%) 

0件 

(   0%) 

0億円 

(   0%) 

一者応札・一者応募

が改善されたもの 
－ － 

0件 

(   0%) 

0億円 

(   0%) 

合 計 
2件 

( 100%) 

0.2億円 

( 100%) 

0件 

( 100%) 

0億円 

( 100%) 

（注１） 平成 20年度に一者応札・一者応募であった個々の契約が、見直しによって、平

成 23年度の契約ではどの程度一者応札・一者応募となったかを示している。 

（注２） 内訳については、重複して見直ししている可能性があるため計が一致しない場

合がある。 
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Ⅴ 公益法人等への会費等の支出状況 

23 年度交付法人数 
24 年度廃止予定 

（件数） 

廃止が困難なもの 

（件数） 

 該当なし     

（注１）平成 24年３月 23日「独立行政法人が支出する会費の見直しについて」

（行政行革実行本部決定）により、見直し方針が示されており、独立行

政法人の業務の遂行のために真に必要なものを除き、公益法人等への会

費の支出は行わないこととされている。 

（注２）上記見直しについては、平成 24年度以降見直しを行うこととされてい

る。  
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（項目６） 

内 部 統 制 

 

①統制環境 

 

○ 当法人の業務運営の目標は、重度の知的障害者に対する自

立のための先導的かつ総合的な支援の提供、知的障害者の支

援に関する調査及び研究等を行うことにより、知的障害者の

福祉の向上を図ることである。 

理事長は、①重度知的障害者に対する自立のための先導的

かつ総合的な支援を提供するための施設を設置し、及び運営

すること、②知的障害者の自立と社会経済活動への参加を促

進するための効果的な支援の方法に関する調査、研究及び情

報提供を行うこと、③障害者支援施設において知的障害者の

支援に関し、知的障害者の支援の業務に従事する者の養成及

び研修を行うこと、④知的障害者の支援に関し、障害者支援

施設の求めに応じて援助及び助言を行うこと、⑤前各号に掲

げる業務に附帯する業務を行うことを定め、重度知的障害者

の自立支援をめぐるさまざまな課題について、関係者とも連

携協力を図りながら取り組むこととしており、併せてその成

果を全国に情報発信し、役職員が一丸となり業務遂行の取組

を行い、独立行政法人としての役割を果たしていくこととし

ている。 

○ 理事長から、幹部会議、部所長業務連絡会議等における指

示伝達、また、園内報「きずな」や機関誌「ニュースレター」

の巻頭言等さまざまな機会を活用して、基本理念や支援の基

本姿勢及び利用者に提供する福祉サービスの質の向上につ

いて、職員に指示を行った。 

○ 業務改善の一環として、職員が理事長に対して業務改善や

ムダ削減に関する提案を直接できる提案募集等の制度を制

定し、業務改善提案箱の設置及びグループウェア等で運用を

行った。 

○ 利用者の怪我、誤与薬等の事故にかかるリスク対応につい

て、役員、幹部職員、及び関係職員からなる事故防止対策委

員会、感染症予防対策委員会及び防災管理委員会等を開催

し、利用者の事故防止等についての検討を行い、その検討結

果について役員に報告し、かつ各部所の部会等において報告
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するとともに、供覧するなどして全組織が共通認識と理解の

もとに対応を行っている。 

○ 業務部門ごとに業務目標を設定し、継続的に業務のモニタ

リングを行い、各部所のモニター及び理事長、理事並びに幹

部職員からなるモニタリング評価会議を年４回開催し、計画

的な業務進行に努めるとともに、年度計画に基づく各部所の

業務の実施状況に対する個別評価等について、意見交換を行

い、その評価結果については、業務運営の進め方に反映した。 

②リスクの識

別・評価・対

応 

 

○ 平成２３年度については、平成２２年度に引き続き、利用

者の福祉サービスの質の向上にかかる阻害要因のうち、既に

リスク対応している３つの阻害要因（①生活寮における支

援・介護などの不備による利用者の骨折、打撲・創傷など、

②誤与薬の発生、③当事者意識の欠如）が、評価の結果で最

も高いと認識されたことから、理事長の承認のもとに、優先

対応リスクとして、継続して取組を行った。 

利用者の怪我、誤与薬等の事故等の防止にかかる支援マニ

ュアル等の見直し等の検討を行った。 

○ リスク対応計画の見直しについては、内部統制向上検討委

員会において、取組の進捗状況、取組結果の把握を行い、リ

スクへの対応状況、分析・評価を行い、その結果を理事長に

報告を行い、理事長の指示の下、継続してリスク対応の取組

を行った。 

③統制活動 

○ 内部統制については、理事長の指示の下に、平成２０年度

に取りまとめた報告書に基づき、①リスク対応に重点を置い

た取組、②内部監査の実施、③継続的なモニタリングによる

内部進行管理の充実、④施設利用者に係る感染症の蔓延防止

対策、事故防止対策及び防災対策等リスク回避・軽減への取

組及び⑤業務内容の情報公開等を行った。 

○ 法人運営に伴い発生する業務のリスク対応の取組として、

利用者の事故防止のためのマニュアルの見直し、事故再発防

止のための講習会等の開催、及び職員への情報の提供周知徹

底等、各部所がリスク回避・軽減等のための取組を継続的に

実施した。 

また、「内部統制の取組について」をテーマに職員研修会
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（２日間）を開催し、内部統制の必要性、リスク対応計画及

びリスク対応結果等について説明し、再認識させるととも

に、各職員の主体的な取組を図った。 

④情報と伝達 

 

○ 法人内のＬＡＮシステムの活用によるグループウェア、利

用者支援システム、電子メール等による情報の電子化を推進

し、地球温暖化対策、経費の節減等の効率化と情報の伝達手

段としての有効的活用を図った。 

○ グループウェアの掲示版に年度計画及びモニタリング評

価会議（年４回開催）の評価結果を掲載し、各部所の業務の

実施状況の把握ができるように整備している。 

○ 当法人のホームページにおいて、①セミナー・講演会等の

開催に関するお知らせ、②法人の組織、事業、規程、入札や

契約に関する情報、③利用者支援に係る生活関連、地域交流、

地域支援の情報、④診療所に関する情報等を掲載している。 

また、業務改善の一環として、職員が理事長に対して業務

改善やムダ削減に関する提案を直接できる業務改善提案箱

（紙ベース）を設置し、かつ、グループウェアで運用した。 

⑤モニタリン

グ 

○ 理事長等の役員は、監事監査、会計監査人及び内部監査に

よる監査報告や、独立行政法人評価委員会及び政策評価・独

立行政法人評価委員会で評価・指摘された内容について把握

し、統制環境の改善を図った。 

○ モニタリング評価会議（年４回）を定期的に開催し、各部

所のモニターから業務の進捗状況についての報告を受け、理

事長、役員は、その協議結果を各部所長に対し伝達し、事業

運営の進め方に反映した。 

○ 年度当初に策定した内部監査計画に基づき監査を実施す

るとともに、前年度の監査における改善要請事項の改善状況

について監査した。 

○ 監事は、法人の業務運営に係る役員会、幹部会議等の重要

な会議に出席し、法人の年度計画、運営目標及び予算関連会

議の決定内容を踏まえて監査を実施し、その監査結果は理事

長に報告した。 

○ 理事長は、監事から監査報告を受けるとともに、監事より
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の業務改善の要請事項について、所管部所長に対して改善の

ための検討を指示し、その対応措置について監事に報告し

た。 

⑥ＩＣＴへの

対応 

○ 業務運営において、施設内ＬＡＮシステムの活用によるグ

ループウェア、利用者支援システム、及び電子メール等によ

る情報の電子化を推進するなど、IＴを適切に活用して情報

の共有化の向上を図った。 

⑦監事監査 

・内部監査 

の実施状況 

監事監査 

○ 中期計画・年度計画について、①地域移行等の

自立支援、②調査・研究、③援助・助言、④個人

情報の管理、⑤内部統制の向上・ガバナンス強化、

⑥人事評価制度の取組状況を監査し、おおむね適

切に実施された。 

○ 国家公務員の給与構造改革を踏まえ、平成２１

年度から新しい給与制度に円滑に移行し、職員数

の抑制や諸手当の削減等、全体として人件費総額

の縮減や業務の効率化等により経費節減が着実に

図られ、役員の報酬等及び職員の給与水準の圧縮

等に努め、順調に実施された。 

○ 理事長から、幹部会議、部所長業務連絡会議等

における指示伝達、また、園内報「きずな」や機

関誌「ニュースレター」の巻頭言等さまざまな機

会を活用して、基本理念や支援の基本姿勢及び利

用者に提供する福祉サービスの質の向上、並びに

中期目標・中期計画策定等について、職員に指示

を行った。 

また、業務改善の一環として、職員が理事長に

対して業務改善やムダ削減に関する提案を直接で

きる業務改善提案箱（紙ベース）を設置し、かつ、

グループウェアで運用するなど、職員に対して、

中期目標・中期計画等の法人運営や利用者支援の

あり方等に対する意識の向上を図るとともに、職
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員間のコミュニケーションの充実を図った。 

内部監査 

１ 監査実施期間 

  平成２３年８月２９日（月）から平成２３年１

２月１６日（金） 

２ 被監査部所 

  総務部（総務課、会計課、管理室） 

事業企画部（事業企画・管理課） 

研修部（研究課） 

  生活支援部（特別支援課事務所、あかしあ寮、

ひなげし寮、かわせみ寮、こまく

さ寮） 

       （自立支援課事務所、くろまつ寮、

こばと寮、しらかば寮） 

  就労支援部（就労支援課） 

  地域支援部（地域支援課） 

  診療所(庶務課) 

３ 監査項目 

  ・物品の管理状況 

  ・利用者所持金の管理状況 

  ・法人文書の管理状況 

  ・業務全般の執行状況 

  ・過去の内部監査における改善・要請事項の 

   改善・是正状況 

４ 監査手続き等 

監査は、監査期間中、監査担当者５名で実施し、

平成２３年度内部監査チェックリストに基づき、

ヒアリング及び実地監査を実施した。 

５ 監査結果 

  監査結果は、平成２４年２月２８日付で理事長

へ報告し、当法人のホームページで公表した。 
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⑧内部統制の

確立による成

果・課題 

○ のぞみの園の内部統制の課題に対して、組織が一体となっ

て対応する仕組みの構築が有用であることから、職員研修会

を実施し、組織が抱える課題を職員一人ひとりの問題として

理解・認識して取組を実施し、利用者の福祉サービスの質の

向上を図った。 

○ 内部統制の取組については、リスク対応計画の取組による

業務効率化・有効化状況を調査し評価することが必要である

ので、内部監査等において、その実施状況を確認し、監査結

果を当法人ホームページに掲載し、内部統制・ガバナンス強

化を図った。 
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（項目７） 

事務・事業の見直し等 

（委員長通知別添三関係） 

 

①独立行政法人の事

務・事業の見直し基本方

針で講ずべき措置とさ

れたものの取組状況 

（23 年度中又は 23 年度か

ら実施とされたもの） 

 

該当なし 

②行政刷新会議事業仕

分けでの判定結果を受

けた取組状況 

 

該当なし 

③省内事業仕分けで自

ら示した改革案の取組

状況 

運営費交付金（退職手当相当額を除く。）について、

平成２３年度予算額を前年度比１億円削減した。 

（２２年度）  （２３年度） 

１７．６億円 → １６．６億円（△１億円） 

⑤ その他事務・事業の

見直し 

 

 該当なし 

⑤公益法人等との関係

の透明性確保 

（契約行為については、

項目５「契約」に記載） 

 

 該当なし 

 



 
平成２３年度 

 
 

業務実績評価別添資料（参考） 



様式 １　公表されるべき事項

独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園の役職員の報酬・給与等について

Ⅰ 役員報酬等について

1　役員報酬についての基本方針に関する事項

　① 平成２３年度における役員報酬についての業績反映のさせ方

　② 役員報酬基準の改定内容

法人の長

理事

監事（非常勤）

２　役員の報酬等の支給状況

平成２３年度年間報酬等の総額

報酬（給与） 賞与 就任 退任
千円 千円 千円 千円

12,843 9,468 3,375
（　　　　） ＊

千円 千円 千円 千円

11,264 8,304 2,960
（　　　　） ＊※

千円 千円 千円 千円

11,515 8,304 2,960 251
（通勤） ※

千円 千円 千円 千円

2,550 2,508 42
（通勤） ※

千円 千円 千円 千円

1,270 1,254 16
（通勤）

9月30日

千円 千円 千円 千円

1,270 1,254 16
（通勤）

10月1日

注１：「その他」欄には手当等が支給されている場合は、例えば通勤手当の総額を記入している。
注２：「前職」欄には、役員の前職の種類別に以下の記号を付している。
　　　退職公務員「*」、役員出向者「◇」、独立行政法人等の退職者「※」、退職公務員でその後
      独立行政法人等の退職者「＊※」、該当がない場合は空欄。

前職

D監事
（非常勤）

C監事
（非常勤）

就任・退任の状況
役名

その他（内容）

法人の長

A理事

B理事

Ｅ監事
（非常勤）

  理事長の特別手当の額については、厚生労働省独立行政法人評価委員会が行う業
務評価の結果（総合評価 A）及びその者の職務実績等を考慮し、増額又は減額すること
ができることとなっているが、法人として業績実績等や独立行政法人の見直しが行われて
いる状況等をふまえ総合的に勘案し、増額等を行っていない。 

 改定なし 
  

改定なし 
   

改定なし 
 



３　役員の退職手当の支給状況（平成２３年度中に退職手当を支給された退職者の状況）

区分 支給額（総額） 退職年月日 業績勘案率 前職

千円 年 月

該当なし

千円 年 月

該当なし

千円 年 月

該当なし

千円 年 月

該当なし

千円 年 月

0 4 9月30日 － 退職手当の支給なし

千円 年 月

該当なし

注１：「摘要」欄には、独立行政法人評価委員会による業績の評価等、退職手当支給額の決定に至った

事由を記入している。
注２：「前職」欄には、退職者の役員時の前職の種類別に以下の記号を付している。
　　　退職公務員「*」、役員出向者「◇」、独立行政法人等の退職者「※」、退職公務員でその後

独立行政法人等の退職者「＊※」、該当がない場合は空欄。

法人の長

理事A

法人での在職期間 摘　　要

監事Ｃ
（非常勤）

監事A
（非常勤）

理事B

監事Ｂ
（非常勤）

                



Ⅱ 職員給与について
１　職員給与についての基本方針に関する事項

　② 職員給与決定の基本方針
　ア 給与水準の決定に際しての考慮事項とその考え方

　イ 職員の発揮した能率又は職員の勤務成績の給与への反映方法についての考え方

〔能率、勤務成績が反映される給与の内容〕

検討中

検討中

　ウ 平成２３年度における給与制度の主な改正点

２　職員給与の支給状況

　①　職種別支給状況

うち通勤手当
人 歳 千円 千円 千円 千円

195 47.5 6,809 5,098 71 1,711
人 歳 千円 千円 千円 千円

25 47.1 6,776 5,049 63 1,727
人 歳 千円 千円 千円 千円

3 47.8 12,638 9,738 265 2,900
人 歳 千円 千円 千円 千円

9 42.7 5,531 4,192 66 1,339
人 歳 千円 千円 千円 千円

13 43.4 6,124 4,615 80 1,509
人 歳 千円 千円 千円 千円

145 48.2 6,835 5,110 68 1,725

人 歳 千円 千円 千円 千円

73 44.8 2,932 2,416 73 516
人 歳 千円 千円 千円 千円

9 42.7 2,765 2,221 63 544
人 歳 千円 千円 千円 千円

64 45.1 2,956 2,444 74 512

注１：在外職員、任期付職員、再任用職員については、該当者がいないため省略している。
注２：職種については、研究職種、医療職種（病院医師）、医療職種（病院看護師）、教育職種（高等専門
　　　学校教員）については、該当者がいないため省略している。
注３：福祉職種（指導員）については国の福祉職相当の者

　① 人件費管理の基本方針

給与種目
俸給月額
（査定分）

制度の内容

医療職種
（診療所医師）

福祉職種
(指導員）

平均年齢

非常勤職員

その他

平成23年度の年間給与額（平均）

総額

福祉職種
(指導員）

事務・技術

人員

医療職種
（診療所看護師）

区分

賞与：勤勉手当
（査定分）

医療職種
（診療所技師）

うち賞与

常勤職員

うち所定内

  第一期中期目標期間において、給与水準の引き下げ（△約１４％）や非常勤職員
の活用による人件費総額の縮減に取り組んだところであるが、第二期中期目標にお
いてはその期間中に常勤職員数の２０％を削減、国家公務員の給与構造改革を踏ま
えた給与体系の見直しを図るなど人件費改革に引き続き取り組む。 

 現行の規程における範囲で、給与への反映を行っている中で、今後は、新たな人事評
価制度を構築し、給与への反映についての検討を行うこととしている。 
 

 第二期中期目標に基づき、国家公務員の給与構造改革を踏まえた給与体系の見直しを

行ったところであり、引き続き給与水準の適正化を図る。 

 主な改正はなし。 
 



注１：①の年間給与額から通勤手当を除いた状況である。以下、⑤まで同じ。

注２：３６-３９歳、４０－４３歳、５６－５９歳の年齢層以外の年齢層において、該当者が４名以下のため、第１・第３四分位を記載していない

注３：「２４-２７歳」、「４４－４７歳」の層は、該当者が２名以下であるため、平均給与額は表示しない。

（事務・技術職員）

四分位 四分位

第１分位 第３分位
人 歳 千円 千円 千円

部長 6 56.5 8,801 9,157 9,345

課長 2 － － － －

課長補佐 4 52.8 － 7,009 －

係長 12 41.4 4,683 5,271 5,591

係員 1 － － － －

注１：課長及び係員の該当者が２名以下のため、当該個人に関する情報が特定される
　　　おそれがあることから、年間給与の平均額については記載していない。　　
注２：該当者が４名以下の年齢階層については、第１・第３四分位を記載していない。

区分 計 ９級 ８級 ７級 ６級 ５級 ４級 ３級 ２級 １級

標準的
な職位 局長 部長 部長 室長 課長補佐 係長 係長 係員 係員

人 人 人 人 人 人 人 人 人 人

25 1 1 5 1 4 11 1 該当者なし 1

（割合） (  4.0% ) (  4.0% ) (  20.0% ) (  4.0% ) (  16.0% ) (  44.0% ) (  4.0% ) ( 0.0 ) (  4.0% )
歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳

56 56 45

～ ～ ～

53 50 38
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

7,414 5,447 4,380

～ ～ ～

6,525 5,089 3,309
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

10,005 7,222 5,920

～ ～ ～

8,742 6,671 4,452

注：９級、８級、６級、３級及び１級については、該当者が２名以下のため、当該個人に関する情報が特定される
　　おそれがあることから、「年齢（最高～最低）」以下の事項は記載していない。

 職級別在職状況等（平成２４年４月１日現在）（事務・技術職員）

年間給与
額(最高～

最低)

年齢（最高
～最低）

人員

年間給与の分布状況（事務・技術職員）

平均平均年齢人員
分布状況を示すグ

ループ

所定内給
与年額

(最高～最
低)

②

③



夏季（６月） 冬季（１２月） 計
％ ％ ％

54.3 57.7 56.0

％ ％ ％

査定支給分（勤
勉相当）（平均） 45.7 42.3 44.0

％ ％ ％

         最高～最低 45.1～46.1 41.7～42.7 43.3～44.3

％ ％ ％

63.5 66.2 64.9

％ ％ ％

査定支給分（勤
勉相当）（平均） 36.5 33.8 35.1

％ ％ ％

         最高～最低 33.5～46.1 30.9～42.7 32.1～44.3

⑤

95.7

90.2

注：　当法人の年齢別人員構成をウエイトに用い、当法人の給与を国の給与水準（「対他法人」においては、

すべての独立行政法人を一つの法人とみなした場合の給与水準）に置き換えた場合の給与水準を１００

給与水準の比較指標について参考となる事項

○事務・技術職員

地域勘案　　　　　　 １０２．５

参考 学歴勘案　　　　　　 　９３．６

地域・学歴勘案　　　１００．７

今後も、国家公務員の給与水準を参考にし、引き続き適正な給与水準
になるよう取り組む。

対他法人（事務・技術職員）

内容

対国家公務員　　９５．７

【主務大臣の検証結果】
　国家公務員より低い水準であり、適正な取組の結果と考えられる。

【国からの財政支出について】
支出予算の総額に占める国からの財政支出の割合　６２．１％
（国からの財政支出額　２，５０４，７３８千円、支出予算の総額　４，０３０，
９５５千円：平成２３年度予算）

【検証結果】
自己収入の確保の途が限定される福祉施設を運営していること等のた
め、国からの財政支出の割合が高くなっているが常勤職員を削減し、人
件費支出を抑える等により財政支出を削減した。また給与水準について
も対国家公務員で９５.７となった。

賞与（平成２３年度）における査定部分の比率（事務・技術職員）

一般
職員

区分

対国家公務員（行政職（一））

講ずる措置

指数の状況

　　として、法人が現に支給している給与費から算出される指数をいい、人事院において算出

一律支給分（期末相当）

職員と国家公務員及び他の独立行政法人との給与水準（年額）の比較指標（事務・技術職員)

項目

管理
職員

【累積欠損額について】
累積欠損額　0円（平成２２年度決算）

【検証結果】
該当なし

　給与水準の適切
　性の検証

④

一律支給分（期末相当）

　国に比べて給与
　水準が高くなっ
　ている定量的な
　理由



Ⅲ　総人件費について

当年度
（平成２３年

度）

前年度
（平成２２年

度）
千円 千円 千円 （％） 千円 （％）

(A)
千円 千円 千円 （％） 千円 （％）

(Ｂ)
千円 千円 千円 （％） 千円 （％）

(Ｃ)
千円 千円 千円 （％） 千円 （％）

(D)
千円 千円 千円 （％） 千円 （％）

総人件費について参考となる事項

　○　「給与、報酬等支給総額」について、職員数の削減等の影響により、対前年度減額と

　　なっている。また、「最広義人件費」についても、同様に減額となっている。

　○　「簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律」（平成18年法

　　　律第47号）及び「行政改革の重要方針」（平成17年12月24日閣議決定）による人件費削

　　  減の取組状況

　　・中期目標における人件費削減の取組に関する事項

　　　「「簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律」（平成18年法

　　律第47号）を踏まえ、今後5年間において、常勤職員数について２０％の削減を行うこと。

　　これを実現するため、当該中期目標期間の最終年度までの間においても、必要な取組を

　　行うこと。」

　　・中期計画における人件費削減の取組に関する事項

　　「「行政改革の重要方針」（平成17年12月24日閣議決定）を踏まえ、人員について、現中期

   目標期間の最終年度までの間においても、平成17年度を基準として5％以上の人員の削減

   を行う。併せて、国家公務員の給与構造改革を踏まえ、給与体系に見直しを行う。」

基準年度
（平成17
年度）

平成18
年度

平成19
年度

平成20
年度

平成21
年度

平成22
年度

平成23
年度

302 277 270 259 249 237 218

△ 8.3 △ 10.6 △ 14.2 △ 17.5 △ 21.5 △ 27.8

【主務大臣の検証結果】
　　総人件費削減目標を達成している。これは、経営改善努力など適切な取組の結果と考えられ
る。今後も引き続き効率的な運営を行っていただきたい。

572,364

（人員純減の場合）　　　　　　　総人件費改革の取組状況

年　　　度

人員数
（人）

人員純減率
（％）

福利厚生費

△ 143,021

311,428 322,080 △ 10,652 △ 14,957

非常勤役職員等給
与

△ 433,8561,785,164

給与、報酬等支給
総額 1,937,829 △ 7.9

510,347 62,017

△ 152,665

12.2

△ 4.53,028,824 3,110,206 △ 81,382 △ 2.6
最広義人件費

比較増△減

△ 4.7

36.45.9 96,063359,868 339,950 19,918

△ 3.3

209,729 57.8

△ 19.6

中期目標期間開始時（平
成２０年度）からの増△減区　　分

(Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ)

退職手当支給額



Ⅳ 法人が必要と認める事項

○　給与臨時特例法の取組に関する事項

         国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律(平成24年法律第2号）に基づく国家公務員
      の給与の見直しに関連して、以下の措置を講ずることとした。

 　　　　平成24年４月から、

　　         ・役職員の俸給月額の引下げを実施した。（平均▲0.23％）

　　　         ※平成23年４月からの較差相当分は、平成24年６月期の賞与で調整

          平成24年４月から平成26年３月までの間、

　　          ・役員の報酬について、俸給月額・賞与等の減額を実施した。（▲9.77％）

                ④　地域手当等の俸給月額に連動する手当（期末手当及び勤勉手当を除く）の月額は、

                     減額後の俸給月額等の月額により算出

　　          ・職員の給与について、本俸等の減額を以下のとおり実施した。（行（一）相当職員）

                ①　俸給月額　７級以上（国の７級以上相当）    　　　 ▲9.77％

                                    ３級～６級（国の３級～６級相当）　     ▲7.77％

  　　　　　　                     １級～２級（国の１級～２級相当）　     ▲4.77％

                ②　俸給の特別調整額（管理職手当）　一律▲10％

                ③　期末手当及び勤勉手当　一律▲9.77％
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